
 

○盛岡・紫波地区環境施設組合職員互助会に関する条例 

 

   昭和46年12月８日条例第２号 

改正 平成４年４月１日条例第５号（題名改称） 

   平成23年２月21日条例第１号 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、職員の福利増進と職務遂行の能率の向上に資するため、職員の組織する適

切な互助団体の設立と運営を能率的に促進できることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例で職員互助会（以下「互助会」という。）とは、この条例の定めるところによ

り、組合から給与の支給を受けるもので、次の各号の一に該当する職員を除く職員（以下「会

員」という。）をもって組織し、互助共済、福利増進の事業を行なうことを目的とするものを

いう。 

(１) 常勤を要しない職員 

(２) 臨時に雇用される職員 

２ 前項の規定にかかわらず、互助会の会長は、第６条に規定する審議委員会の議を経て必要と

認めたものを加入させ、又は特別の事情があるものを除くことができる。 

 （事業） 

第３条 互助会は、前条の目的を達成するため、療養費の給付及び退職の場合の給付その他必要

な事業を行なうものとする。 

 （掛金及び補助） 

第４条 互助会の事業は、会員の掛金及び組合費補助金その他の収入によって運営されるものと

する。 

２ 会員の掛金は、給料及び扶養手当並びにこれらに対する調整手当の合計の100分の2.2以内の

額とする。 

３ 組合は、毎年度予算の定めるところにより掛金の額以内の額を補助する。 

 （会長） 

第５条 互助会に会長を置き、互助会の執行をなすにあたり、中心として業務の遂行の任にあた

るものとする。 

 （運営審議委員会） 

第６条 互助会には、その適正な運営をはかるため、運営審議委員会（以下「審議委員会」とい

う。）を置くものとする。 

２ 審議委員会は、会長並びに会長が会員のうちから指名する委員をもつて組織するものとする。 

３ 審議委員会の委員長は、会長をもつてこれに充て、会務を総理するものとする。 

第７条 次に掲げる事項は、審議委員会の議を経なければならないものとする。 

(１) 規約の制定改廃 

(２) 互助会の毎事業年度の予算及び決算 

(３) 重要な財産の処分又は重大な義務の負担 

(４) その他会長が必要と認めた事項 



 

 （規約） 

第８条 互助会は、その事業を執行するに必要な規約を定めなければならない。規約には、次に

掲げる事項を規定しなければならない。 

(１) 事務所に関する事項 

(２) 会員に関する事項 

(３) 掛金に関する事項 

(４) 互助会の組織に関する事項 

(５) 互助会の事業に関する事項 

(６) 資産の管理及び会計に関する事項 

(７) 監査に関する事項 

(８) その他互助会の事業執行に関して必要な事項 

２ 前項の規約の制定、改廃については、組合管理者（以下「管理者」という。）の承認を受け

なければならない。 

 （職員及び施設の利用） 

第９条 管理者は、互助会の運営に必要な範囲において所属の職員をして会務に従事させ、又は

その管理に係る施設を互助会の利用に供することができる。 

 （監督） 

第10条 管理者は、互助会の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。 

２ 管理者は、毎年少なくとも１回、互助会の資産及び会計について監査しなければならない。 

 （事業の委託） 

第11条 第３条に掲げる事業にかかる事務は、厚生事業を行なう他の団体等に委託して行なうこ

とができる。 

２ 前項の規定により委託する場合においては、第５条から第８条まで、及び第10条の規定は適

用しない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成４年４月１日条例第５号） 

 この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成23年２月21日条例第１号） 

 この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

 


